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(永代供養）

一、ご遺骨は納骨(埋葬)についてはご遺骨の奉持者(関係者)と話し合いのうえ、契約すること。

一、納骨の際は供養及び慰霊洞維持管理のため志納金として　一金、 ５５万円を納入すること。

一、納骨は３３回忌（３２年間）とし納骨が過ぎたときは管理者(住職)の処置に委任すること。

一、慰霊洞納骨、または埋葬に関しては管理者(住職)の監督指示に従うこと。

一、納骨する時は預かり証をお渡しします。お引取りの際は預かり証をご持参の方にお渡し致します。


